
省エネ基準適合義務化に向けて

大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課建築環境・設備グループ
住所 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 電話 ０６－６２１０－９７２５

※受付欄 ※特記欄 ※整理番号欄

平成 年 月 日
エネルギーの使用の合理化等に関する法律
第73条第1項に規定する判断の基準に

□適合 □不適合
第 号

係員印

収 受

平○○.○○.○○
建審第 号

大阪府

（⾮住宅の新築、増築⼜は改築を対象）

【省エネ法（第一号様式）】

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が7月8日に公布されまし
た。特定建築物（⾮住宅部分の床⾯積の合計が2,000㎡以上の⾒込み）
の新築、増築、改築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に
適合しなければならなくなります（2017年度からの予定）。

適合しなければ建築確認済証が交付されず、工事着手できなくなります.

2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適
合を義務化される⾒込みです。（出展：エネルギー基本計画 H26.4）

今後の動向

大阪府 注）は今後の動向を⾒据え、届け出た建築物の計画がエネルギーの
使⽤の合理化等に関する法律第73条第1項に規定する判断の基準（以下、
「省エネ基準」という。）に適合しているかを明示して副本を返却することといた
しました（住宅を含む建築物を除く）。
なお、省エネ基準への適合は現在努⼒義務となっておりますが、⼀定の建築
物については2017年度より適合が義務付けられることとなっています。
不適合の場合でも所管⾏政庁からの勧告ではありませんが、基準適合とな
るよう努めてください。

H27.9

特記欄に明示

注）大阪府が省エネ法届出の所管をしている市町村（他の17市はそれぞれの市が所管）
泉大津市、泉佐野市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、河南町、河内長野市、熊取町、
四條畷市、島本町、摂津市、泉南市、太子町、大東市、高石市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、
豊能町、富田林市、能勢町、阪南市、藤井寺市、松原市、岬町
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